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○南箕輪村信州大芝高原みんなの森管理規則 

平成17年12月20日 

規則第60号 

南箕輪村信州大芝高原みんなの森管理規則（平成16年規則第５号）の全部を

改正する。 

（目的） 

第１条　この規則は、南箕輪村信州大芝高原みんなの森設置条例（平成17年条

例第43号。以下「条例」という。）第21条の規定に基づき、南箕輪村信州大

芝高原みんなの森（以下「みんなの森」という。）の管理に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（採捕の例外） 

第２条　条例第６条第１項第６号の規定による規則で定める採捕は、次の各号

に掲げる採捕とする。 

(1)　昆虫類の捕獲 

(2)　山菜の採取 

(3)　果実の採取 

（行為の許可申請） 

第３条　条例第７条第１項の行為の許可を受けようとする者は、信州大芝高原

みんなの森内行為許可申請書（様式第１号）により村長に申請しなければな

らない。 

２　村長は、前項の規定による申請を許可したときは、信州大芝高原みんなの

森内行為許可書（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 

３　前項の許可を受けた者が条例第７条第３項の規定によりその事項の変更を

しようとするときは、信州大芝高原みんなの森内行為変更許可申請書（様式

第３号）により村長に申請しなければならない。 

４　村長は、前項の規定による変更申請を許可したときは、信州大芝高原みん

なの森内行為変更許可書（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 

（占用の許可手続） 

第４条　条例第９条第２項の規定によりみんなの森を占用しようとする者は、

信州大芝高原みんなの森占用許可申請書（様式第４号）により村長に申請し

なければならない。 

２　村長は、前項の規定による申請を許可したときは、信州大芝高原みんなの

森占用許可書（様式第５号）を申請者に交付するものとする。 

３　前項の許可を受けた者が条例第９条第３項の規定によりその事項の変更を

しようとするときは、信州大芝高原みんなの森占用変更許可申請書（様式第

６号）により村長に申請しなければならない。 

４　村長は、前項の規定による変更申請を許可したときは、信州大芝高原みん

なの森占用変更許可書（様式第５号）を申請者に交付するものとする。 

（占用料減免の手続） 

第５条　条例第11条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、第３条

第１項又は同条第３項の申請と同時に信州大芝高原みんなの森占用料減免申

請書（様式第７号）により村長の許可を受けなければならない。 
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（指定管理者による管理を行なう場合の本規則の読み替え） 

第６条　条例第16条により指定管理者にみんなの森の管理業務を行なわせる場

合にあっては、第４条第１項中「占用しようとする者」とあるのは「占用し

ようとする者（赤松の小屋を占用しようとする者に限る。）」と、第３条、

第４条及び第５条中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第５条、様式第

５号及び様式第７号中「占用料」とあるのは「利用料金」と、様式第１号か

ら様式第７号中「南箕輪村長」とあるのは「指定管理者」と読替えて、これ

らの規定を適用する。 

（補則） 

第７条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

附　則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成24年３月30日規則第７号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附　則（平成24年３月30日規則第９号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第４条関係） 

様式第７号（第５条関係） 


